
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人熊本大学の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

役員の報酬については、「役員給与規則」において学長にあっては国立大学法人評価委員

会が行う業績評価の結果等を勘案し、また、学長以外の常勤役員にあっては、同委員会におけ

る業績評価及び個々の役員の業務に対する貢献度等を総合的に勘案して賞与（期末特別給）

を１０％の範囲内で増減できることとしてる。

法人の長（学長）の報酬基準は、月額及び期末特別給により構成されている。

月額については、「役員給与規則」により、基本給（1,110,000円）に、支給要件

を満たす場合は特別都市手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当

を加算する。期末特別給についても、「役員給与規則」に則り、期末特別給基

礎額（｛（基本給月額）＋（特別都市手当及び広域異動手当の月額）｝× １．４

５）に６月に支給する場合においては１．７０、１２月に支給する場合においては

１．７０を乗じて得た額に基準日（６月１日又は１２月１日）以前６ヶ月以内の期間

におけるその者の在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額としている。

（令和７年度における役員給与規則改正内容）

改正なし

本学の主要業務は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大
学法人、国家公務員、私立大学等の教育・研究事業を行っている学校法人や独立行政法人の
ほか、国や地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人約３，０００
人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる以下の法人等を参考にした。

（１）国立大学法人岡山大学・・・当該法人は、同じ国立大学法人として教育・
研究事業を実施している（常勤職員数約３，０００人）。公表資料によれば、
令和６年度の学長の年間報酬額は１８，８８７千円（調整手当分を除く。）
であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額を勘案すると、
１９，７２９千円（調整手当分を除く。）と推定される。
同様の考え方により、理事については１５，９６４千円（調整手当分を除
く。）。
監事については１２，５９３千円（調整手当分を除く。）と推定される。

（２）事務次官年間報酬額 ２３，２３５千円
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

理事の報酬基準は、月額及び期末特別給により構成されている。月額につ

いては、「役員給与規則」により、基本給（635,000円、708,000円、763,000円又

は820,000円のいずれか学長が個別に決定した額）に、支給要件を満たす場

合は特別都市手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当を加算する。

期末特別給についても、「役員給与規則」に則り、期末特別給基礎額（｛（基本

給月額）＋（特別都市手当及び広域異動手当の月額）｝×１．４５）に６月に支

給する場合においては１．７０、１２月に支給する場合においては１．７０を乗じ

て得た額に基準日（６月１日又は１２月１日）以前６ヶ月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額としている。

（令和７年度における役員給与規則改正内容）
改正なし

理事（非常勤）の報酬基準は、月額により構成されている。月額については、

「役員給与規則」により、３００，０００円と定めている。

監事の報酬基準は、月額及び期末特別給により構成されている。月額につ

いては、「役員給与規則」により、基本給（635,000円、708,000円又は763,000

円のいずれか学長が個別に決定した額）に、支給要件を満たす場合は特別都

市手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当を加算する。期末特別

給についても、「役員給与規則」に則り、期末特別給基礎額（｛（基本給月額）

＋（特別都市手当及び広域異動手当の月額）｝×１．４５）に６月に支給する場

合においては１．７０、１２月に支給する場合においては１．７０を乗じて得た額

に基準日（６月１日又は１２月１日）以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在

職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額としている。

（令和７年度における役員給与規則改正内容）

改正なし

監事（非常勤）の報酬基準は、月額により構成されている。月額については、
「役員給与規則」により、２００，０００円と定めている。

2



２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,792 13,320 5,472
（ ）

※

千円 千円 千円 千円

14,632 9,840 4,042 750
（単身赴任手当等）

※

千円 千円 千円 千円

13,906 9,840 4,042 24
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,984 9,840 4,042 102
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,612 8,496 3,944 1,172
（特別都市手当等）

R8.3.31 ◇

千円 千円 千円 千円

3,650 3,600 50
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,898 8,496 3,490 912
（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400
（ ）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：特別都市手当とは、就任直前に、民間の賃金水準が本法人より高い地域に在勤していた役員に支給

 しているものである。

A監事

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

C理事

E理事
（非常勤）

D理事

B監事
（非常勤）
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

熊本大学は、「教育基本法及び学校教育法の精神に則り、総合大学として、

知の創造、継承、発展に努め、知的、道徳的及び応用的能力を備えた人材を

育成することにより、地域と国際社会に貢献することを目的とする。」を理念とし

ている。

本学は、地域とともに成長・発展してきた歴史と伝統を踏まえつつ、その個性

と強みを生かし、世界レベルの先端研究を先鋭化することで、大学全体の機能

強化を主導し、次世代を担う研究領域を育むとともに、人材育成のパラダイムシ

フトを敢行し、地域の問題をグローバルに考える人材育成を推進する、というビ

ジョンにより、教育改革、組織改革、入試改革、国際化、地域連携、ガバナンス

改革、人事給与制度の改革等を学長のリーダーシップの下で推進している。

本学の学長は、常勤職員数約３，０００名の法人の代表として、その業務を掌

理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者

の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬

５９，２０２千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額

２３，２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

本学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務の特性は上に記したとおり法

人化移行前の学長と同等以上と言え、相当号俸である指定職７号俸が適用さ

れる官職である研究所・試験所の長は当法人と職務内容、職責が近い。

また、他の国立大学法人で本学と同規模であり、病院を持つ総合大学の長の

報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業、事務次官又は他の同規模の総合大学

との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考える。

本学の理念等については法人の長(学長）の欄に記載したとおりである。

本学の理事は、常勤職員数約３，０００名の法人の代表である学長の定

めるところにより、学長の業務を補佐して法人の業務を掌理している。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬

５９，２０２千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給

与額２３，２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

本学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給

表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務の特性は上に記し

たとおり法人化移行前の指定職適用役職員と同等以上と言え、相当号俸

である指定職１から３号俸が適用される官職である本省審議官等と職務内

容、職責が近い。

また、他の国立大学法人で本学と同規模であり、病院を持つ総合大学の

理事の報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業、事務次官又は他の同規模の総合

大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考える。
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

本学の理念等については法人の長(学長）の欄に記載したとおりである。

本学の理事（非常勤）は、常勤職員数約３，０００名の法人の代表である学長

の定めるところにより、学長の業務を補佐して法人の業務を掌理している。

本学では、理事(非常勤）として民間弁護士を起用することを想定し、報酬月

額については弁護士の一般的な相談料と理事(非常勤）の大学への出勤予定

回数等を考慮した結果、３００，０００円と定めている。この報酬月額は、本学と同

規模で病院を持つ国立大学法人の理事（非常勤）の報酬水準とおおむね同水

準となっている。

理事(非常勤）の職務内容の特性や他の同規模の総合大学との比較を踏まえ

ると、報酬水準は妥当であると考える。

本学の理念等については、法人の長(学長）の欄に記載したとおりである。

本学の監事は、常勤職員数約３，０００名の業務の監査を行うものである。

監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬５９，

２０２千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額２３，

２３５千円と比べてもそれ以下となっている。

本学では、監事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、監事の職務の特性は上に記したとおり法

人化移行前の指定職適用役職員と同等以上と言え、相当号俸である指定職１

から３号俸が適用される官職である本省審議官等と職務内容、職責が近い。

また、他の国立大学法人で本学と同規模であり、病院を持つ大学の監事の報

酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業、事務次官又は他の同規模の総合大学

との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考える。

本学の理念等については、法人の長(学長）の欄に記載したとおりである。

そうした中で、本学の監事（非常勤）は、常勤職員数約３，０００名の法人の業

務の監査を行うものである。

本学では、監事（非常勤）の報酬月額について、公認会計士の一般的な相談

料と監事の本学への出勤予定回数等を考慮した結果、２００，０００円と定めてい

る。

この報酬月額は、他の国立大学法人で本学と同規模であり、病院を持つ総合

大学の監事（非常勤）の報酬水準と比較した場合、おおむね同水準と考えられ

る。

監事(非常勤）の職務内容の特性や他の同規模の総合大学との比較を踏まえ

ると、報酬水準は妥当であると考える。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法

人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考

える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事
（非常勤）

法人での在職期間

法人の長

理事

理事
（非常勤）

監事
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

法人の長

該当なし

理事

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

理事
（非常勤）

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

監事
（非常勤）

役員の報酬については、「役員給与規則」において、学長にあっては国立大学法人評価委

員会が行う業績評価の結果等を勘案し、また、学長以外の常勤役員にあっては、同委員会に

おける業績評価及び個々の役員の業務に対する貢献度等を総合的に勘案して賞与（期末特

別手当）を１０％の範囲で増減できることとしている。

該当なし
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Ⅱ 職員給与について

１ 職員給与についての基本方針に関する事項

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

本学においては、業務の効率化及び効果的な職員配置を行うなど、適切な人員管理
を行うことによ り、人件費の削減に努めている。

職員の給与水準については、独立行政法人通則法の準用によ り「 社会一般の情勢に
適合したものとなるよ う定めなければならない」 とされ、また、閣議決定（ H 2 5 . 1 2 . 2 4） に
おいても、役職員の給与改定に当たっては、職務の特性や国家公務員・ 民間企業の役
員・ 従業員の報酬・ 給与等を勘案することが求められていることか ら、人事院勧告は職員
の給与水準を決定するうえで最も有力な参考材料と考えている。

令和７年度の本学の給与支給水準の設定に当たっては、他の国立大学法人等、国家
公務員のほ か 、令和７年度職種別民間給与実態調査によ るデータ のうち、企業規模別
（ 当該法人約３，０００人） 、職種別平均支給額を参考にした。

（ １） 国立大学法人岡山大学・ ・ ・ 当該法人は附属病院を持つ国立大学法人で
あ り、法人規模についても同等（ 常勤職員数約３，０００人） となっている。

（ ２） 国家公務員・ ・ ・ 令和７年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（ 一）
の平均給与月額は４１４，４８０円となっており、全職員の平均給与額は
４２４，９７９円となっている。
なお、令和６年度は、行政職俸給表（ 一） の平均給与月額は４０５，３７８円
となっており、全職員の平均給与額は４１４，８０１円となっている。

（ ３） 職種別民間給与実態調査において、本学と同等の規模や職種の令和７年
４月分の平均支給額は次のよ うになっている。
企 業 規 模 ５ ０ ０ 人 以 上 事 務 職 種 （ 時 間 外 手 当 及 び 通 勤 手 当 差 引 後 の 額 ）

事 務 主 任 3 6 ～ 4 0 歳 ３ ７ ９ ， ７ ５ ６ 円
事 務 係 長 4 4 ～ 4 8 歳 ４ ４ ４ ， ０ ４ ０ 円
事 務 課 長 代 理 4 8 ～ 5 2 歳 ５ ０ ３ ， ７ ０ ５ 円
事 務 課 長 5 2 ～ 5 6 歳 ６ ３ ６ ， ０ ３ ９ 円
事 務 部 長 5 6 歳 ～ ７ ８ ０ ， ０ ７ ３ 円

企 業 規 模 ５ ０ ０ 人 以 上 医 療 職 種 （ 時 間 外 手 当 及 び 通 勤 手 当 差 引 後 の 額 ）
看 護 師 3 2 ～ 3 6 歳 ３ ２ ０ ， ５ ３ ０ 円
看 護 師 長 4 8 ～ 5 2 歳 ４ ４ ４ ， ８ ８ ６ 円
総 看 護 師 長 5 6 歳 ～ ５ ５ ４ ， ４ ３ １ 円

職員の勤務成績の判定については、職員個々の能力及び勤務成績等が適切
に給与に反映するよ う努めることとし、勤務成績の判定要素及び勤務成績不
良者の判断基準を明確に示すことで公正、か つ、透明性の高い人事評価シス
テムを構築することとしている。

能率、勤務成績が反映される給与の内容
・ 給 与 （ 昇 給 ） ： 平 成 １ ８ 年 度 に 国 家 公 務 員 の 給 与 構 造 改 革 を 踏 ま え た 給 与

制 度 の 見 直 し を 行 っ た こ と に よ り 、 令 和 ７ 年 度 （ 令 和 ８ 年

１ 月 ） に お い て は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 １ ２ 月

３ １ 日 ま で の 勤 務 成 績 に 応 じ て 、 ０ ～ ８ 号 給 （ ５ ５ 歳 以 上

の 者 は ０ ～ ２ 号 給 ） の 範 囲 内 で 昇 給 さ せ る こ と が で き る も

の と し た 。

・ 給 与 （ 昇 格 ） ： 勤 務 成 績 が 良 好 で 、 か つ 、 昇 格 基 準 に 達 し て い る 場 合 は 、

そ の 者 の 資 格 に 応 じ て 、 上 位 の 級 に 昇 格 さ せ る こ と が で き

る こ と と し て い る 。

・ 賞 与 （ 勤 勉 手 当 （ 査 定 分 ） ） ： 基 準 日 （ ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 ） 以 前 ６

か 月 以 内 の 期 間 に お け る 人 事 評 価 の 結 果 、 勤 務 成 績 等 を 踏

ま え 、 こ れ ら の 勤 務 成 績 に 応 じ た 支 給 割 合 （ 成 績 率 ） を 適

切 に 反 映 さ せ る こ と と し て い る 。
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③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

令和７年４月１日改正

【常勤職員】

令和６年人事院勧告に伴う改正

・基本給表の改正

初号近辺の号給をカット（一部の基本給表・級・号給）、号俸の大くくり化（一部の基本給表・級・号給）

・号給の切替えに関する改正

R７.４.１号給切替表の制定

・昇給制度等の改正

＜本省管理職層相当(教授 等)＞標準昇給号給数を０（昇給無し）とする改正

・管理監督職勤務上限年齢調整額の算出方法の取扱いの制定（R7.4.1切替に係る調整）

・扶養手当の改正

子に係る手当の段階的増額、配偶者に係る手当の段階的廃止

・放射線取扱主任者手当を新設する改正

・安全衛生管理手当（衛生管理者）を増額する改正

【年俸制適用職員】

・放射線取扱主任者手当を新設する改正

・号給の切替表（教育職(一)から2号年俸制への移行時切替表）の改正

【有期雇用職員】

・令和６年人事院勧告及び最低賃金の引き上げによる（日給、時間給、年俸給）の基本給単価の改定

・研究コーディネーター、URA研究員の基本給単価の改定

・国際教育コーディネーターの職名新設に伴う基本給単価の設定

令和７年１０月１日改正

【年俸制適用職員】

令和６年の人事院勧告を重要な参考資料として、年俸制適用職員の給与改定を行うことに伴う一部改正

・基本年俸給を3.0％引き上げ

令和８年１月１日改正

【有期雇用職員】

・熊本県最低賃金の改正に伴う有期雇用職員の基本給単価表の改正

令和８年３月１日改正

【常勤職員】

令和７年人事院勧告に伴う改正

・基本給表の改正

・初任給調整手当の引き上げ

・教職調整額の対象とならない附属学校の教員を対象に基本給月額を加算するための改正

・附属学校の教員を対象に教員特殊業務手当を引き上げるための改正

・病院職員特別手当の見直し

【年俸制適用職員】

令和７年人事院勧告に伴う改正

・基本給の改正

・初任給調整手当の引き上げ

本学では、国立大学法人熊本大学職員給与規則に則り、本給及び諸手当（扶養手当、管理職手当、特別都市手当、

広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、基本給の調整額、初任給調整手当、義務教育等

教員特別手当、教職調整額、附属幼稚園教諭等特別手当、安全衛生管理手当、入試手当、専門看護師等手当、専門

技師等手当、特定行為看護師手当、ME危険業務従事手当、待機手当、在宅勤務手当、放射線取扱主任者手当、超過

勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、時間外診療担当手当、緊急手術等手当、救急勤務医手当、時間外分娩手

当、新生児医療担当医手当、指導医手当、監査担当医師手当、医療職員等特別手当、面接指導実施医師手当、リサー

チ・アドミニストレーター特殊業務手当、競争的研究費等獲得手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び

期末特別手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（基準日（６月に支給する場合にあっては６月１日、１２月に支給する場合にあっ

ては１２月１日）において受ける基本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当及び広域異動

手当の月額の合計額）に、６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の

１２２．５を乗じて得た額に基準日）基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た

額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（基準日（６月に支給する場合にあっては６月１日、１２月に支給する場合にあっ

ては１２月１日）において受ける基本給の月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額）に

基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じた割合及び別に定める基準に従って定める割合

を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度においては、職員給与に関連し、主に次の改正を行っている。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,547 42.8 6,388 4,566 57 1,822
人 38 千円 千円 千円 千円

466 43.5 5,904 4,225 68 1,679
人 歳 千円 千円 千円 千円

576 38.8 5,705 4,135 40 1,570
人 歳 千円 千円 千円 千円

231 54.5 9,407 6,497 75 2,910
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 56.3 5,572 4,036 117 1,536
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 41.6 7,558 5,432 63 2,126
人 歳 千円 千円 千円 千円

45 39.0 6,776 4,882 58 1,894
人 歳 千円 千円 千円 千円

205 39.8 5,822 4,228 55 1,594
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

17 63.0 3,670 3,031 66 639
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 62.7 3,539 2,923 82 616
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 64.0 4,097 3,385 13 712
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：2,657人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：2,010人

教育職種
（附属高校教員）

常勤職員

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

事務・技術

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

指定職種

再雇用職員

区分
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うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

187 46.4 4,141 3,065 58 1,076
人 歳 千円 千円 千円 千円

129 45.4 3,625 2,698 67 927
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 44.3 5,346 3,919 46 1,427
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 56.9 3,551 2,670 50 881
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 46.9 5,581 4,039 25 1,542
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 45.7 7,545 5,491 5 2,054
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 52.8 5,966 4,374 34 1,592
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －

［年俸制適用職員］

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

437 49.3 9,026 6,168 45 2,858
人 歳 千円 千円 千円 千円

437 49.3 9,026 6,168 45 2,858

人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
教育職種

（附属義務教育学校教員）

常勤職員

教育職種
（大学教員）

任期付職員

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属高校教員）

非常勤教員

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

特定事業教員

寄附講座教員

コーディネーター

総額 うち所定内 うち賞与

非常勤職員

事務・技術

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）
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うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

110 47.1 6,932 6,919 35 13
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 48.7 4,800 4,800 48 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 46.6 6,638 6,638 27 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 38.2 5,043 5,043 28 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 50.4 8,103 8,016 35 87
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 50.3 8,134 8,134 38 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

－ － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 36.8 4,786 4,786 87 0

注１８：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算

注１７：非常勤職員の「特別研究員（日本学術振興会特別研究員）」とは、日本学術振興会特別研究員の資格を有し、
学術研究に係る研究または研究支援に従事する職員をいう。

注１２：非常勤職員の「特定事業教員」とは、外部資金等による特別事業又は教育研究プロジェクト事業等において、
研究又は研究支援を行うほか、当該研究又は研究支援の分野に属する授業、研究指導又は授業補助に従事する職
員をいう。

注１３：非常勤職員の「寄附講座教員」とは、寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教
育研究の遂行に支障のない範囲で、教育、研究又は診療に従事する職員をいう。

注１４：非常勤職員の「コーディネーター」とは、研究活動を円滑に推進するために必要な情報収集、企画及びマネジ
メントの業務に従事する職員をいう。

注１５：非常勤職員の「非常勤教員」とは、研究指導、講義、演習その他教育を担当し、又は外部資金等による研究プ
ロジェクト推進業務に従事する職員をいう。

注１６：非常勤職員の「患者相談員」とは、病院における窓口患者相談業務に従事するほか、当該業務の遂行に支障
のない範囲で、その他の院内関連業務に従事する職員をいう。

注７：常勤職員の「その他医療職種（医療技術職員）」とは、病院以外に勤務する臨床検査技師をいう。

注８：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」とは、病院以外に勤務する看護師をいう。

注９：常勤職員の「指定職種」とは、病院長をいう。

注１０：常勤職員及び非常勤職員の「技能・労務職種」とは、調理師、看護補助者、自動車運転手等をいう。

注１１：非常勤職員の「診療助手」とは、病院において医員及び医員(研修医)の指導、臨床教育の補助並びに診療に
従事し、必要に応じ、診療に関する研究に従事する職員をいう。

注２：同じ職種区分において、公表対象者に年俸制を適用していない者と年俸制適用の者がそれぞれいる場合は、項
目を分けて、年俸制適用職員を別表で記載している。

注３：任期付職員は年俸制適用の者のみのため、年俸制適用職員に記載している。

注５：常勤職員及び任期付職員の「教育職種（附属高校教員）」とは、附属特別支援学校教員をいう。

注６：常勤職員及び任期付職員の「教育職種（附属義務教育学校教員）」とは、附属小・中学校教員及び附属幼稚園
教員をいう。

特定事業教員

寄附講座教員

患者相談員

特別研究員
（日本学術振興会特別研

究員）

注１：在外職員は該当者がいないため、表の作成を省略した。

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

診療助手

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

注４：常勤職員の「その他医療職種（医療技術職員）」、「その他医療職種（看護師）」、「指定職種」、再雇用職員の「医
療職種（病院医療技術職員）」、非常勤職員の「非常勤教員」及び年俸制適用職員のうち任期付職員の「教育職種
（大学教員）」、「教育職種（附属高校教員）」、「教育職種（附属義務教育学校教員）」、非常勤職員の「医療職種（病院
医療技術職員）」、「患者相談員」、については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
れのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員、任期付職員、再雇用職員及び非常勤職員全体の数値からも除
外している。
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注3：20～23歳の該当者は2人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均給
与額及び年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

注2：年俸制適用者を含む。以下、⑤まで同じ。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 8 55.5 9,561

課長 29 54.5 7,840

課長補佐 52 53.6 6,764

係長 178 47.3 6,151

主任 92 42.5 5,400

係員 107 29.2 4,416

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 109 56.8 10,558

准教授 92 53.0 8,635

講師 8 49.4 7,584

助教 21 51.1 6,828

助手 1 － －

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1 － －

副看護部長 4 51.5 7,281

看護師長 34 51.1 6,796

副看護師長 77 44.9 6,396

看護師 460 36.7 5,440

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

－

注1：看護部長の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平
均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

注2：副看護部長の該当者は4人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
年間給与額（最高～最低）については記載していない。

注：助手の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢
及び年間給与の平均額については記載していない。

千円

18,224～8,792

11,544～7,369

8,302～6,713

8,009～6,000

－

7,550～4,901

7,337～5,275

6,845～4,211

6,421～4,406

5,548～3,816

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

12,796～8,096

9,305～6,595

8,955～4,766

8,014～4,484

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

－
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⑤

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

53.7 57.0 55.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.3 43.0 44.6

％ ％ ％

         最高～最低 53.6～42.1 51.9～39.8 52.7～41.2
％ ％ ％

54.3 58.3 56.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.7 41.7 43.6

％ ％ ％

         最高～最低 56.0～32.7 51.7～30.8 52.6～37.6

（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

53.3 56.2 54.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.7 43.8 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 55.2～27.2 49.4～31.0 52.1～29.0
％ ％ ％

55.2 60.1 57.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.8 39.9 42.1

％ ％ ％

         最高～最低 50.7～24.3 47.2～8.2 48.9～13.7

（医療職員（病院看護師））
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

49.3 53.1 51.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

50.7 46.9 48.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.7～50.7 47.1～46.5 48.8～48.5
％ ％ ％

53.7 58.2 56.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.3 41.8 43.9

％ ％ ％

         最高～最低 50.7～35.2 47.0～30.3 48.7～32.6

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 ８０．１
・年齢・地域勘案  ８９．６
・年齢・学歴勘案  ７９．２
・年齢・地域・学歴勘案 ８８．８
（参考）対他法人    ９３．４

（法人の検証結果）

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

講ずる措置
引き続き、国家公務員の給与水準を参考としていく。

給与水準の妥当性の
検証

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企業
の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定して
おり、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執ら
れていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 ２７．６２％】
（国からの財政支出額 １９，７８６百万円、
支出予算の総額７１，６２８百万円 ： 令和７年度予算）

【累積欠損額 ０円（令和７年度決算）】
【管理職の割合 ７．９３％（常勤職員 ４６６名中３７名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 ８１．９５％（常勤職員 ４４９名中３６８名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 ２１．１７％】

（支出総額 ７１，６２８百万円、給与・報酬等支給総額 １５，１６８百万円：
令和７年度決算）

国からの財政支出額は １９，７８６百万円であり、累積欠損はない。また、
管理職の割合は ７．９３％、大卒以上の高学歴者の割合は ８１．９５％、
支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 ２１．１７％である。なお、
本学の給与制度は国家公務員の給与水準を参考にしており、令和７年
度の対国家公務員の比較指数は１００を上回っていないことから、本学の
給与水準は適切であると考える。
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医療職員（病院看護師）

・年齢勘案 ９４．４
・年齢・地域勘案  ９７．４
・年齢・学歴勘案  ９４．３
・年齢・地域・学歴勘案 ９７．７
（参考）対他法人    ９５．７

（法人の検証結果）

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 ８９．３

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

講ずる措置
引き続き、国家公務員の給与水準を参考としていく。

（注） 上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和７年度の教育職員
（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企業
の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定して
おり、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執ら
れていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 ２７．６２％】
（国からの財政支出額 １９，７８６百万円、支出予算の総額

７１，６２８百万円 ： 令和７年度予算）
【累積欠損額 ０円（令和７年度決算）】
【管理職の割合 ０．８６％（常勤職員 ５７６名中５名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 ５４．３８％（常勤職員 ５７０名中３１０
名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 ２１．１７％】

（支出総額 ７１，６２８百万円、給与・報酬等支給総額 １５，１６８百万
円：令和７年度決算）

国からの財政支出額は １９，７８６百万円であり、累積欠損はない。ま
た、管理職の割合は ０．８６％、大卒以上の高学歴者の割合は ５４．３
８％、支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 ２１．１７％であ
る。なお、本学の給与制度は国家公務員の給与水準を参考にしており、
令和７年度の対国家公務員の比較指数は１００を上回っていないことか
ら、本学の給与水準は適切であると考える。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

一般職（一）(扶養親族がいない場合）
○２２歳（大卒初任給）

月額 ２３２，０００円 年間給与 ３，７２１，０００円
○３５歳（主任）

月額 ３０５，９００円 年間給与 ５，０３１，０００円
○５０歳（副課長）

月額 ３７９，６００円 年間給与 ６，３５２，０００円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者３，０００円、子１人につき１１，５００円を支給）

教育職（一）（扶養親族がいない場合）
○２４歳（修士修了 助教 初任給）

月額 ２９７，６００円 年間給与 ４，７８９，０００円
○３５歳（助教）

月額 ３５８，７００円 年間給与 ５，９０１，０００円
○５０歳（准教授）

月額 ４６９，４００円 年間給与 ７，８５８，０００円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者３，０００円、子１人につき１１，５００円を支給）

職員の勤務成績の判定については、職員個々の能力及び勤務成績等が適切に給与に反映
するよう努めることとし、勤務成績の判定要素及び勤務成績不良者の判断基準を明確に示すこ
とで公正、かつ、透明性の高い手続きを構築することとしている。
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅳ その他

区 分

給与、報酬等支給総額
14,113,003 14,536,647 14,692,614 15,168,962

3,779,658

非常勤役職員等給与
8,919,444 8,817,910 9,299,080 9,993,215

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
27,451,463 27,797,391 28,983,943 30,236,135

退職手当支給額
1,077,979 902,730 1,399,557 1,294,300

福利厚生費
3,341,037 3,540,104 3,592,692

○「給与、報酬等支給額」については、事務職員や医療職員の増加及び給与改定を実施したことから、令和7
年度においては対前年度比3％（476,348千円）の増加となった。

○「退職手当支給額」については、前年度に比べて職員の退職手当の支給者が減少したことなどから、対前
年度比7％（105,257千円）の減少となった。

○「非常勤役職員等給与」については、対前年度比6％（694,135千円）の増加となった。

○「最広義人件費」については、上記により、対前年度比4％（1,252,192千円）の増加となった。

事務・技術職員、医療職員（病院看護師）及び教育職員の定年年齢は６５歳であり、令和５年４月１日に定

年年齢を６０歳から６５歳に引き上げた。定年年齢の引上げに伴い、６０歳に達した管理監督職の職員は管

理監督職以外の職へ、管理監督職に準ずる職の職員は管理監督職に準ずる職以外へ降任する制度を設

けているほか、職員の基本給について６０歳に達した後の最初の４月１日以降から７割水準とすることとした。

特になし
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